
【点数】 【賞品等】
部門ごとに各１点 賞状　　副賞（５万円相当のギフトカード）　特産品

部門ごとに各４点 賞状　　副賞（１万円相当のギフトカード）　特産品

部門ごとに各２０点 賞状　　副賞（３千円相当のギフトカード）　特産品佳 作

部　　　門 募　集　内　容 撮　影　地　域

【ひょうご丹波の森賞 】
兵庫丹波地域を訪れてみたくなる自然やまちな
み、農の営み等、地域の魅力が感じられる写真

篠山市、丹波市
（兵庫県丹波県民局管内）

【 京　都　丹　波　賞 】
京都丹波地域における自然、文化、食材などの地
域の魅力や人の営みが感じられる写真

亀岡市、南丹市、京丹波町
（京都府南丹広域振興局管内）

福知山市、舞鶴市、綾部市
（京都府中丹広域振興局管内）

優 秀 賞

【 由 良 川 里 山 賞 】
京都中丹地域において、由良川の豊かな流れ、
緑豊かな里山の風景や営み等、地域の良さや人
の温かみが感じられる写真

【表彰内容】
大 賞

 京都府と兵庫県にまたがる丹波地域は、懐かしいふるさと、日本の原風景を思わせる豊かな自然にあふれ、全
国屈指の恵まれた食材の宝庫です。また、かつて日本の政治･文化の中心であった古都-京都の影響を色濃く反映
した、城郭や寺社仏閣などの歴史的文化遺産や工芸品等が数多く点在する歴史のまちとしても知られています。 
 こうした多彩な表情をもつ兵庫から京都にまたがる大丹波を巡って、四季折々の自然や人の営みなど、その魅
力の瞬間を、あなたのファインダーを通して多くの方に伝えてください。 

★受付期間 平成２４年１月３１日（火）まで 

大丹波 
(京都丹波・兵庫丹波)を 

愛する方々へ… 

「私の好きな大丹波」 
 の写真を募集しています。 

★募集作品 

受賞作品はＰＲ用パンフレット等への活用、巡回の写真展を開催します。 ★作品の使用 

審査委員会を設置し、応募作品を審査します。 ★審   査 

★ 賞 

★入賞発表 平成２４年２月下旬予定 

 大丹波連携 
  歴史的・文化的につながりの深い京都府南丹・中丹地域と兵庫県丹波地域に位置する６市１町は、かつてのひとつの 
 丹波地域として、「大丹波連携」を掲げ、県府境を越えて連携・協力し、地域の新たな魅力発信に取り組んでいます。 

※ 平成21年4月1日以降に撮影した未発表の作品に限る。 



（写真の上方向）

〒

※応募部門は、該当する部門を○で囲んでください。
（写真の下方向）

住　　　所

連絡先
電話番号

コメント

京  都  丹  波  賞 　・   由 良 川 里 山 賞   ・   ひょうご丹波の森賞

大丹波フォトコンテスト応募票

題　　　名

応募総枚数 　　枚中　　　　　　　　　　　枚目

ふりがな

氏　　　名 年齢

応募部門

撮影場所 市（町）

撮影年月日 平成　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

■主催  大丹波連携推進協議会 

京都府南丹広域振興局 京都府中丹広域振興局  兵庫県丹波県民局   

篠山市 丹波市 亀岡市 南丹市 京丹波町 福知山市 綾部市  

■応募規定 

（１） 応募点数に制限はありませんが、平成２１年４月１日以降に撮影した未発表の作品に限ります。 
（２） ４つ切り、Ｗ４つ切り（デジタルカメラでの写真はＡ４も可）とし、組写真も可能とします。 
   ただし、合成や変形などで事実と異なる加工作品は不可です。 
（３） 応募作品の裏に所定事項を記入した応募票を写真の上下方向に合わせてテープで貼付してください。 
（４） 人物の撮影は本人の承諾を得てください。未成年者の場合は親権者の承諾が必要です。 
（５） 他人の著作権、肖像権を侵害するような行為が行われた場合、それに関するトラブルの責任は一切負いかねます。
   また、そのような作品の受賞が判明した場合は、受賞を取り消しさせていただく場合があります。 
（６） 受賞作品については、受賞者本人に直接通知します。併せて、丹波県民局、京都府南丹・中丹広域振興局等の 
   ホームページで発表します。 
（７） 受賞作品の画像データ、フィルムは、入賞通知後１週間以内に提出をお願いします。 
（８）  応募作品の著作権は撮影者に帰属しますが、その使用権は、あらかじめ期間を設定のうえ主催者に帰属します。 
（９） 応募作品の返却は原則として行いません。返却を希望される方は、応募票に赤で返却希望と記入し、封筒に返却 
   先を記載のうえ必要な切手を貼付し、応募作品に同封願います。  
 
 

■応募先 

■応募票 

■個人情報の取り扱いについて 

 応募された方の個人情報に関しましては、本事業に限定利用する目的で収集するものであり、それ以外の目的に利用、
提供、開示することは一切ありません。また、収集した個人情報は責任をもって適切に取り扱い管理するものとします。 

【兵庫県丹波県民局 
  産業・ツーリズム課】 
〒６６９－３３０９ 
 丹波市柏原町柏原６８８ 
電話：０７９５－７３－３７８２ 
ＦＡＸ：０７９５－７２－３０７７ 
Ｈ Ｐ：http://web.pref.hyogo.jp/ 
   area/tanba/index.html 

【京都府南丹広域振興局 
  企画総務部企画振興室】 
〒６２１－０８５１ 
 亀岡市荒塚町１－４－１ 
電話：０７７１－２４－８４３０ 
ＦＡＸ：０７７１－２４－４６８３ 
Ｈ Ｐ：http://www.pref.kyoto.jp/ 
   nantan/ 

【京都府中丹広域振興局 
  企画総務部企画振興室】 
〒６２５－００３６ 
 舞鶴市字浜２０２０ 
電話：０７７３－６２－２０３１ 
ＦＡＸ：０７７３－６３－８４９５ 
Ｈ Ｐ：http://www.pref.kyoto.jp/ 
   chutan/ 

作品の送付及びお問い合せ先（部門に関わらず下記に郵送又はご持参ください。） 


